
詳細は裏面へ

補助率10/10補助率10/10

最大５０万円共用部改修の補助金

集会所の和式便器を「誰でも使いや

すいバリアフリートイレ」に改修し

ました。話し合いをしたい時でも、

より安心して集会所を使うことがで

きます。

兵庫県まちづくり部公営住宅管理課

皆が使いやすいトイレ

大人の付き添い用に…

こどもがいる役員も集会所を利用し

やすいように、集会所にキッズスペ

ースを作ってみました。ついでにエ

アコンも設置して、自治会活動をし

やすい環境になったと思います。

ご存じですか？
累計５０以上の自治会が申請した

読書スペースが欲しくて

新しいコミュニティの場として、要

望が多かった読書スペースを集会所

内につくりました。文庫本や絵本等

を購入して、長時間座れるように、

マットも購入しています。



様式は県ＨＰから

ダウンロードできます。

【概要】

●下図２種類の補助対象事業のうち１の事業を税込１０万円以上

　必ず実施することが条件です。なお、エアコン設置のみ実施す

　る等、事業効果に乏しい場合は選定されないことがあります。

●消耗品は補助対象外です。

●一度の申請で複数箇所を改修してもOKです。

●補助金は最大５０万円まで、補助率は10/10です。

●過去に補助を受けた自治会・共用部は補助対象外です。

●ご不明な点は県HPをご覧ください。

【主な流れ】

①自治会で改修内容を決めて申請書を作成する（要見積り取得）

②指定管理者まで申請書を提出する（11/27〆）※注意※

③県の審査（問題なければ、交付決定通知が送られてきます）

④事業実施（工事発注・購入はこのタイミングで）

⑤実績報告書を作成し、指定管理者へ提出する（3/31〆）

⑥実績確定・請求・補助金交付

兵庫県まちづくり部公営住宅管理課 (078-230-8461)窓口：

※予算の上限に達した場合※

※申請の受付を終了します※

※予算の上限に達した場合※

※申請の受付を終了します※

R８年度 子育て支援[県営住宅の共用部改修補助]R８年度 子育て支援[県営住宅の共用部改修補助]

必須
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